
北九州市景観づくりマスタープラン及び北九州市景観計画の改定について 

事業概要 

 

１ 概要 

  北九州市では、長期的な景観づくりの理念・目的、基本方針、行動指針を示し、市民・事業者・行

政が協働して景観づくりを推進するため、都市景観の形成の基本指針として「北九州市景観づくりマ

スタープラン」を策定しています。また、マスタープランに基づき景観形成の誘導を図る地域や行為

の制限等を定めた「北九州市景観計画」を策定しています。 

  この度、マスタープランが目標年次を迎えることから、令和８・９年度にマスタープラン、令和

９・１０年度に景観計画の改定作業を順次行います。改定後の公表時期は、マスタープランが令和 

１１年４月、景観計画が令和１２年４月を予定しています。 

 

２ 改定のポイント 

  今回の改定では、以下の３つの視点を基に行います。 
   

（１）北九州市新ビジョン（基本構想・基本計画）との整合 

   都市景観の形成の基本指針である北九州市景観づくりマスタープランが、景観づくりの側面から

「北九州市新ビジョン（基本構想・基本計画）」（令和６年３月）の実現化に寄与するよう、理念・

目標、基本方針、行動指針などを見直します。 
   

（２）都市景観に関する課題への対応 

   前回改定以降の取組について、客観的な検証・評価を行い、現在の北九州市の景観施策に関する 

課題を整理します。また、社会情勢の変化や北九州市の重点施策を踏まえ、特に解決に向けて注力 

が必要な重点課題を抽出し、北九州市景観づくりマスタープラン及び北九州市景観計画の内容に反 

映します。 
   

（３）景観形成拠点における景観ビジョン（景観形成の目標・方針）の策定 

 現在の北九州市景観づくりマスタープランの「第３章 景観形成の基本方針」では、ゾーンごと 

の基本方針及び景観形成拠点の設定に留まっており、各景観形成拠点の具体的な目標・方針までは 

定めていません。そのため、景観形成拠点に対応した北九州市景観計画の景観重点整備地区につい

ても、一部地区を除いて、地域特性に応じた景観形成基準（色彩等）が定められておらず、市内全

域（景観計画区域）と概ね同一の基準となっています。 

 そこで、以下の通り、各地域（景観形成拠点・景観重点整備地区）の特性を活かした景観ビジョ

ンや景観形成基準を策定することで、市民や事業者の共感を生む景観誘導を目指します。 

①景観形成拠点の再設定： 

 現在の１０か所の景観形成拠点を見直し、地域の実情や市の施策・事業に合わせて再設定（新 

規・廃止・統合など）を行います。 

  ②景観ビジョン（景観形成の目標・方針）の策定： 

   各景観形成拠点が持つ歴史的背景や都市構造、景観資源、人々の暮らし・活動などを紐解き、過

去から未来に向けた物語（ストーリー）を構築することで、それぞれの拠点が目指す景観ビジョ

ン（景観形成の目標・方針）を構築します。 

  ③景観重点整備地区の景観形成基準の見直し： 

   市民や事業者と協力して景観ビジョンを実現するために、各景観重点整備地区の景観形成基準を 

再設定し、それぞれの地域特性に応じた規制・誘導を行います。 



３ スケジュール（予定） 

 

４ 参考資料（北九州市景観づくりマスタープラン p22） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


